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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
漁
業
に
お
け
る
救
命
胴
衣
着
用
率
の
向
上
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

海
上
保
安
庁
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
二
十
一
年
海
難
の
現
況
と
対
策
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
一
年

に
お
け
る
船
舶
事
故
数
は
二
千
五
百
四
十
九
隻
、
船
舶
事
故
に
よ
ら
な
い
乗
船
中
の
事
故
者
数
は
九
百
七
十
七
人
、
海
浜
事

故
者
数
は
二
千
三
十
二
人
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
故
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
数
は
、
船
舶
事
故
に
よ
る
も
の
が
百
四
十

三
人
、
船
舶
事
故
に
よ
ら
な
い
乗
船
中
の
事
故
に
よ
る
も
の
が
二
百
七
十
九
人
、
海
浜
事
故
に
よ
る
も
の
が
千
七
十
二
人
で

あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
死
者
・
行
方
不
明
者
数
の
う
ち
海
中
に
転
落
し
た
者
（
海
浜
事
故
に
よ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
釣
り
中

に
転
落
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
数
及
び
そ
の
う
ち
救
命
胴
衣
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
者
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
船
舶
事

故
に
よ
る
も
の
が
百
二
十
四
人
及
び
九
十
三
人
、
船
舶
事
故
に
よ
ら
な
い
乗
船
中
の
事
故
に
よ
る
も
の
が
百
四
十
一
人
及
び

百
二
十
二
人
、
海
浜
事
故
に
よ
る
も
の
が
九
十
八
人
及
び
八
十
五
人
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
漁
業
者
の
救
命
胴
衣
の
着
用
実
態
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
青
森
県
に
よ
る
調
査
と
同
様
の
調
査
は
行
っ

一



て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
一
年
に
お
け
る
漁
業
者
の
救
命
胴
衣
の
着
用
率
（
船
舶
事
故
及
び
船
舶
事
故
に
よ
ら
な
い
乗
船
中

の
事
故
に
よ
り
海
中
に
転
落
し
た
者
の
う
ち
、
救
命
胴
衣
を
着
用
し
て
い
た
者
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
三
十
二

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、漁
業
者
団
体
等
か
ら
救
命
胴
衣
の
着
用
実
態
等
に
関
す
る
聞
き
取
り
を
行
い
つ
つ
、

そ
の
着
用
促
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
救
命
胴
衣
の
着
用
率
の
向
上
に
向
け
て
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
ま
た
、
漁
業
者
団
体
等
と
も
協
力
し

て
、
救
命
胴
衣
の
着
用
に
関
す
る
啓
発
活
動
や
指
導
、
常
時
着
用
に
適
し
た
救
命
胴
衣
の
開
発
の
促
進
等
に
取
り
組
ん
で
き

て
お
り
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
漁
業
者
を
対

象
と
し
た
サ
バ
イ
バ
ル
訓
練
・
講
習
会
事
業
等
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
漁
船
安
全
操
業
対
策
事
業
予
算
五
千
五
百
六
十

一
万
七
千
円
の
内
数
と
し
て
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

第
八
次
交
通
安
全
基
本
計
画
（
平
成
十
八
年
三
月
十
四
日
中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年

ま
で
に
救
命
胴
衣
の
着
用
率
を
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


